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本稿は、神奈川県臨時特例事業税をめぐる訴訟の控訴審に対して出し

た意見書である（２００８年１２月１２日作成、東京高等裁判所第２民事部CB係に提

出）。

１ 本稿の目的

本件訴訟の一審判決において、神奈川県臨時特例企業税条例（以下「本

件条例」という。）が違法とされた大きな理由は、本件条例は、実質的に

地方税法の準則と異なる課税方法を採ろうとしたものであって、地方税

法の準則法ないし枠法としての性質上許されず、地方税法の趣旨に反す

る（一審判決１２１頁）ということにあった。それは、言い換えれば、地方税

法が、法定外普通税である特例企業税の課税を創設する本件条例を禁止

しているか否かという点についての争いであったということができる。

この「法令が条例を禁止しているか否か」という判断枠組みは、法令

と条例との抵触関係の判断についてのリーディングケースであった徳島

市公安条例事件判決（最高裁昭和５０年９月１０日大法廷判決）においても示さ

れており（ここでは、「道路交通法が、徳島市公安条例による集団示威行動等

の規制を禁止しているか否か」が大きな争点であった）、また、２０００年の分

権改革後、初めて法令と条例との抵触関係について最高裁判断が行われ

た愛知県東郷町のラブホテル建築工事中止命令無効確認等請求事件の一

連の判決（最高裁第一小法廷平成１９年３月１日決定、名古屋高裁平成１８年５

月１８日判決、名古屋地裁平成１７年５月２６日判決）においても示されている

（ここでは、「風営法・旅館業法が、東郷町ラブホテル等建築規制条例による

ラブホテル等特有の構造を有する建築物の建築規制を禁止しているか否か」

が大きな争点であった）。
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そして重要なことは、徳島市公安条例事件判決においては、集団示威

行動等が、単に交通の安全を侵害するばかりでなく、場合によっては、

地域の平穏を乱すおそれすらあること等の立法事実（本稿における「立法

事実」は、後述のとおり条例の法律適合性審査にも応用できるものであるこ

とを前提としている）を認定して、「道路交通法は、徳島市公安条例を禁

止していない」という結論を導いており、また、東郷町事件の判決では、

東郷町の田園的雰囲気や閑静な住宅地域であること等を考慮すると、ラ

ブホテル等の施設ができることで地域の生活環境・教育環境への悪影響

が相当なものであること等の立法事実を認定して、「風営法・旅館業法

は、東郷町ラブホテル等建築規制条例を禁止していない」という結論を

導いていることである。

このように、「法令が条例を禁止しているか否か」という判断枠組み

は、法令と条例との抵触関係が争われる場面では従前から採られてきた

ものであり、しかもその判断に当たっては、立法事実の存在を詳細に検

証することが求められてきたのである。

しかし、後に述べるように、本件訴訟の一審判決の内容には、これら

従前から裁判所によって採用されてきた法令と条例との抵触関係を考え

る際の基準の考察と、立法事実の詳細な検証とが明らかに欠けている。

そこで、本意見書では前述のとおり、２０００年の分権改革後初めて示さ

れた最高裁の判断として特に参考となる愛知県東郷町のラブホテル建築

工事中止命令無効確認等請求事件の一連の判決で示された「法令と条例

との抵触関係に関する判断手法」を提示した上で、その判断手法を本件

訴訟に当てはめて検証を加え、本件訴訟一審判決の問題点を指摘しつ

つ、本件条例の正当性について論述していくこととする。

２ ２０００年地方分権改革と課税自主権

１で述べたように、本意見書は、「地方税法が本件条例による臨時特

例企業税の創設を禁止しているか否か」を検証することが目的であるが、

それに当たっては、法令と条例との関係に対する考え方が大きく変化し

た２０００年の地方分権改革について触れておく必要があるので、ここであ
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らかじめ指摘しておく。

自治体が法令を解釈・運用する際の法原理は、２０００年の地方分権改革

によって、大きく転換した。

すなわち、それ以前は、自治体事務の大多数を占めた機関委任事務が

廃止され、自治体の法令自主解釈権の範囲や、条例制定が可能な範囲が

拡大し、今や各自治体は、自らの責任によって、各地域の行政課題に対

処するため各々独自の施策を展開し合う大競争時代に突入した。その流

れは、今般のさらなる地方分権改革の検討や、道州制論議などにより、

さらに加速することになる。

この２０００年の分権改革を地方税制度の関係で見ると、それ以前は、た

とえば法定外普通税を自治体が創設しようとする場合には、総務大臣の

許可を要することとされており、しかも「地方自治体でその収入を確保

できる税源があること及びその税収入を必要とするその地方自治体の財

政需要があること」が、その許可要件とされていた。そのため、どのよ

うな法定外普通税を設け、どのように運用していくのかについて、国に

よる裁量的な指揮監督下に置かれていたのであり、自治体独自の判断で

はなく、国の意見によって個々の法定外税の制度が左右される仕組みと

なっていた。

これが２０００年の分権改革後になると、総務大臣の許可制度は、事前の

協議と同意制度に改正され、上述の許可要件については、同意要件から

も削除されることとなり、税源の存在や財政需要の有無については、自

治体議会の判断に委ねることとなった。

ここで注目すべきは、２０００年の分権改革に伴う法定外普通税の許可制

度から同意制度への転換によって、法定外普通税の制度設計の自由度が

極限まで拡大されたことである。分権改革前の許可制度の下では、法定

外普通税の制度設計の権限は一貫して総務大臣の裁量に委ねられてお

り、自治体の制度設計の権限は、総務大臣の厳しい監督下にあった。し

かし、これについては、課税自主権の観点から憲法９２条、９４条に反する

という強い批判が従来から存在し、この強い批判が、地方分権改革によ

る法定外普通税の制度改正に影響を与えていることは、周知のとおりで

ある。そして、２０００年の分権改革後の同意制度の下では、自治体議会の
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判断が尊重されるようになり、制度設計の主体が完全に自治体となった

のである。

ここで、この分権改革と地方税制度との関係を示すものとしては、勝

馬投票券発売税に関する国地方係争処理委員会勧告（平成１３年７月２４日）

が重要である。その勧告の中では、「改正地方税法の下では課税自主権

をより尊重することを前提として解釈されることとなる」ということや、

「地方税法第６７１条の解釈・運用は、（地方）自治法第２条第１２項で定め

る解釈・運用の基本原則に基づくものでなければなら」ないということ

が指摘されている。すなわち、ここでも、課税自主権の観点から、「地

方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、

国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び

運用するようにしなければならない」という地方自治法（以下、自治法と

いう）２条１２項の原理に基づいて、地方税法と法定外普通税との関係を

見なければならないということが示されている。要するに、２０００年の分

権一括法の下での法定外普通税に関する改正は、地方公共団体の「課税

自主権」を前提に進められたものであり、法定外普通税について「課税

自主権」を前提としない議論はそもそも成り立たないのである。なお、

この点について自治法２条１２項、１３項は訓示規定であるという意見もあ

るようであるが、当時の地方分権推進委員会の勧告からしても、また国

地方係争処理委員会の勧告に不服があるときや勧告に基づく措置に不服

があるときは東京高等裁判所に訴えを提起できるとする規定（自治法２５１

条の５）からしても、これらの規定が裁判規範たる法原理規定であるこ

とはあきらかである。また勝馬投票権発売所税に関する国係争処理委員

会の勧告でも訓示規定の扱いはしていない。

３ 徳島市公安条例事件判決の再確認

� 周知のとおり、徳島市公安条例判決は、法律の「趣旨・目的」を重

視するという定式のみが繰り返し引用されてきた。しかし、少なくと

も分権改革以後において重要なのは、重複規制がその特別の意義と効

果を有し、かつ合理的である場合については条例制定の余地を広く認
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めた点、さらに、条例が存在する場合に法律上の規制の側がそれを勘

案して執行されるべきことまで認めた点にあると考えられる（岩橋健

定「条例制定権の限界―領域先占論から規範抵触論へ」小早川光郎＝宇賀

克也編『行政法の発展と変革（下）〔塩野宏先生古稀記念〕』３６６・３６７頁 ２００１

年 有斐閣）。

もともと最高裁は、道路交通法７７条１項４号が各公安委員会の裁量を

広く認めていることに注目して、次のように判示していた。「そうする

と、道路における集団行進等に対する道路交通秩序維持のための具体的

規制が、道路交通法七七条及びこれに基づく公安委員会規則と条例の双

方において重複して施されている場合においても、両者の内容に矛盾牴

触するところがなく、条例における重複規制がそれ自体としての特別の

意義と効果を有し、かつ、その合理性が肯定される場合には、道路交通

法による規制は、このような条例による規制を否定、排除する趣旨では

なく、条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用される趣旨のものと

解するのが相当であり、したがつて、右条例をもつて道路交通法に違反

するものとすることはできない」。「本条例は、さきにも述べたように、

道路における場合を含む集団行進等に対し、このような社会的行動のも

つ特殊な性格にかんがみ、道路交通秩序の維持を含む地方公共の安寧と

秩序の維持のための特別の、かつ、総体的な規制措置を定めたものであ

つて、道路交通法七七条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則によ

る規制とその目的及び対象において一部共通するものがあるにせよ、こ

れとは別個に、それ自体として独自の目的と意義を有し、それなりにそ

の合理性を肯定することができるものである。」

すなわち、分権改革後に徳島市公安条例判決を読む際においては、法

令と条例に重複がある場合には、条例における規制が特別の意義と効果

を有しその合理性が肯定されるときは、当該法令は当該条例を排除する

ものではないという点が再確認されるべきなのである（本意見書では、法

律と条例に矛盾抵触があるか否かという要件は、結局、法律が条例の制定を

禁止しているかどうかの言い換えに過ぎず、重複規制が特別の意義と効果を

有し、合理性があるかという点こそ重要かつ核心的な基準であるとする立場

に立っている）。そしてここにいう「合理性」を基礎付ける事実こそが立
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法事実であり、本意見書が主張する「立法事実の詳細な検証」の必要性

こそ「法令が条例の制定を禁止しているか否か」という基準の考察に当

たって不可欠のものなのである。

� なお、本件法定外普通税について、地方税法が「白地」であるとい

う意見と徳島市公安条例判決の妥当性との関係についての議論が想定

できるので、本意見書がいかなる立場をとるかについて次のように整

理しておくこととする（「白地」論と「重複規制」論の処理）。

まず、徳島市公安条例事件の最高裁判決が、分権改革後においても、

判例としてそのまま維持できるかどうかについては、周知のとおり種々

の意見が存在するところである。しかしながら、徳島市公安条例事件の

最高裁判決の基本的枠組みは、分権改革後においても前述�を前提にす

れば、そのまま妥当するものであると考えられる。このことは、すでに

見たように、同判決が、重複規制がそれ自体として特別の意義と効果を

有し、かつ、その合理性が肯定される場合には、条例制定の余地を広く

認めている点に照らしても、首肯することができる。そして、その場合

において、自治法２条１２項の役割分担原則に基づく法令の解釈義務、同

条１３項の自治事務についての「地域の特性」に応じた「特に配慮」する

義務を前提にすると、憲法上の地方自治の本旨と自治法上の役割分担の

原則に基づく配慮義務及び自治事務における特別配慮義務を前提に法令

を解釈すべきことは当然であり、このことは、国や地方公共団体のみで

はなく、すでに述べたとおり裁判所の解釈をも拘束するものであること

に注意しなければならない（亘理格「新制度のもとで自治立法権はどうなる

か」小早川光郎編『地方分権と自治体法務』８１頁 ２０００年 ぎょうせい）。

ところで、ここで、徳島市公安条例事件の最高裁判決にいう「重複規

制」の意味についてさらに考察しておく必要がある。なぜなら、本意見

書の主な目的は、「法令が条例を禁止しているか否か」を審査するに当

たって立法事実の詳細な検討が必要であることを主張することにある

が、本意見書が素材として取り上げる徳島市公安条例事件の最高裁判決

及び東郷町ラブホテル建築工事中止命令無効確認等請求権事件の名古屋

高裁判決における議論を、いわゆる「枠法」である地方税法と神奈川県

臨時特例企業税条例の関係が問題になっている本件に当てはめるに際
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し、徳島市公安条例事件最高裁判決にいう「重複規制」の意味を明らか

にすることは避けて通ることはできないからである。

徳島市公安条例事件における「重複規制」は明快である。すなわち、

「徳島市内の道路における集団行進等について、道路交通秩序維持のた

めの行為規制を施している部分に関する限りは、両者の規律が併存競合

していることは、これを否定することができない」と最高裁判決が言う

ように、そこには、「ある行為」に対する規範の「重複」が存在する。

これに対して、東郷町事件においては、「ある行為」に対して、営業

規制という側面からの風営法・旅館業法の規範と建築規制という側面か

らの東郷町条例の規範は、形式的に重複はしていない。東郷町事件の名

古屋高裁判決は、両者について、規制の目的・手段を解釈した上で、そ

こに「実質的な」重複（建築構造規制が実質的に営業規制にならないか）を

見いだしているのである。その上で、同高裁判決は、徳島市公安条例事

件における最高裁判決の提示した基準を用い、東郷町条例の合法性を導

いている。とすると、徳島市公安条例事件最高裁判決にいう「重複規制」

の射程は、決して法令と条例の条文から形式的に導き出される重複のみ

を意味するものではなく、実質的な重複にまで及ぶものと考えなければ

ならない。

そこで、本件における地方税法と神奈川県臨時特例企業税の関係につ

いて考えると、確かに、地方税法は「枠法」であり、地方税法上の「法

定税」に係る部分と「法定外税」に係る部分は独立並存の関係であって、

「法定外税条例」に対しては「法定外税」に係る部分の準則が及ぶのみ

であることからすると、「法定税」に係る部分との関係で言えば、法定

外税の部分については「白地」であって、同法が神奈川県臨時特例企業

税条例を禁止しているとは考えられないことは、中里意見書、高木意見

書、岩橋意見書等が指摘するとおりである。しかし、「枠法」である地

方税法上、法定外税に係る部分が「白地」であることとは別に、同法と

本件条例の間に実質的な「重複」があるかどうか（ここにいう「実質的重

複」が「規範的」重複というよりも「機能的」重複の色彩を帯びることは否

定できないが、先の東郷町事件高裁判決において問題となるのが「建築構造

規制が実質的に営業規制にならないか」という規制の機能面であることにか
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んがみると、徳島市公安条例事件最高裁判決・東郷町事件高裁判決の射程も、

「機能的」色彩を帯びた「実質的重複」にまで及ぶものと考えられる。）とい

う議論が現に存在することは否定できないと思われる。もちろん、地方

税法は「枠法」であって規制の根拠法ではなく、法定外税に係る部分が

「白地」であることをもって、そこに「重複関係」は全く存在しないと

いう立論も成り立つが、地裁判決が「道府県において、地方税法の規定

に従い法定税を課すべき場合であるにもかかわらず、法定外税の創設に

より、実質的には地方税法が当該法定税について定めた規定の趣旨に反

するような課税をすることは、道府県において法定税を法定の準則に従

い課すべきものとした地方税法の趣旨に反し、許されないものといわな

ければならない」（一審判決７７頁）として、本件臨時特例企業税の「実質的

な機能」に関心を有している以上、ここで、分権改革後における今日的

な意味の基準にのっとって、そこに存在する実質的な「重複関係」を検

討する作業が必要であると考える。この実質的な「重複関係」を検討す

るに当たっては「立法事実」を詳細に検討することが不可欠であり、徳

島市公安条例事件最高裁判決及び東郷町事件高裁判決の提示する枠組み

は、なお有用であるということができるのである。いいかえれば、法律

と条例との重複があっても、特別の目的と意義を有し、合理性があれ

ば、両者は矛盾抵触するものではなく、条例は有効であるという判断枠

組みは、当該条例を支える「立法事実」が十分に基礎付けられるか否か

に係っているといってよい。そこで以下では、立法事実の意義と性格、

その判断基準について述べ、これらの基準に基づいて愛知県東郷町のラ

ブホテル建築工事中止命令無効確認等請求事件の一連の判決について検

証を加え、さらに本件における条例の適法性について論を進めていくこ

ととする。

４ 立法事実について

� 立法事実の意義

「立法事実」とは、芦部信喜教授によると「法律を制定する際の基礎

を形成し、それを支えている―背景となる社会的・経済的―事実」であ
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るとし（「合憲性推定の原則と立法事実の司法審査」同『憲法訴訟の理論』１１７

頁 １９７３年 有斐閣）、山本庸幸氏によると「何らかの法的規律を必要と

する社会的実態」「立法を必要とする社会的事実」であるとし（大森政輔・

鎌田薫編『立法学講義（初版）』３０５頁 ２００６年 商事法務）、大沢秀介氏によ

ると「立法府の制定する法律の基礎となりそれを支える一般的事実、す

なわち法律を制定する際の社会的、経済的、政治的、科学的な事実」で

あるとしている（伊藤正己・園部逸夫編集代表『現代法律百科大辞典』７巻４７０

頁 ２０００年 ぎょうせい）。そしてこの考え方は、法律の合憲性審査の判

断基準にとどまるものではなく、条例の合憲性審査、さらには、条例の

法律適合性審査に当たっても応用が可能なのである（磯崎初仁『自治体改

革第４巻 政策法務の新展開―ローカル・ルールが見えてきた』６０・６１頁

２００４年 ぎょうせい）。この立法事実については、前述のように徳島市公

安条例事件最高裁判決において、法律と条例との抵触関係を判断する際

にも重視されているところである（いわゆるデモ隊暴徒化論とこれを規制

する公安条例の独自の目的と意義と合理性に関する説示部分）。

２で述べたように、法定外普通税を議論する際には課税自主権を前提

とすることになるのであるが、その際にも、その制度の目的と手段の合

理性が求められることは言うまでもない。そして、その合理性を裏付け

る事実が、立法事実である。

ところで、理論的にいえば、立法事実とは、「目的に関する事実」と

「手段の合理性に関する事実」に大きく２つに分かれるが、さらに詳細

にいうと、「規制目的」、「規制による弊害」、「規制と目的との合理的関

連性」「代替手段の存在、及び目的と規制手段との均衡」の４つに分類

するのが正確であり、かつ便宜的である（原竹裕『裁判による法創造と事

実審理（初版）』１２５～１２７頁 ２０００年 弘文堂）。

� 近時の裁判例における立法事実論の展開

そこで、本件訴訟を検討する際の参考として、１で触れた愛知県東郷

町のラブホテル建築工事中止命令無効確認等請求事件の一連の判決につ

いて検証を加えることとする。

当該訴訟の大きな争点は、東郷町におけるラブホテルもしくは類似施

設の建築構造を規制する条例の有効性が、風営法、旅館業法との関係で
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違法ではないかという点、すなわち、「風営法・旅館業法が、ラブホテ

ル等建築規制条例を禁止しているか否か」ということにあった。その判

断の中で、裁判所は立法事実を詳細に認定し、自治体の自主性にも配慮

を示しつつ、当該条例を適法としている。

以下では、この判決で示された、条例の有効性判断基準としての「規

制の必要性」「相応の合理性」「比例原則」について、上記�で示した立

法事実の４つの分類に当てはめつつ検証していくこととする。

� 規制の目的

上記�の「規制の目的」について、上記一連の判決では、まずラ

ブホテル規制条例の１条の「……ホテル等の建築の適正化に関し必

要な事項を定めることにより、町民の快適で良好な生活環境を保持

し、併せて青少年の健全な育成を図ることを目的とする」という目

的規定を摘示し、そこから、一審判決は「これを敷えんするに、本

件条例は、ホテルや旅館等の建築全般の適正化を図るとの建前を

取っているものの、後記のとおり、その内容に照らすと、その主た

る目的は、東郷町における現状や将来的な展望にかんがみ、自然と

調和の取れた生活環境、教育環境を維持すべく、これの妨げとなる

と考えられたラブホテル等のこれ以上の出現を抑制することにあ

り、かかる目的実現のために制定されたことが明らかである」（高裁

も同旨）として、東郷町ラブホテル規制条例の目的の正当性を認定

している。

� 規制の弊害

次に、上記�の「規制の弊害」については、ラブホテル規制条例

の規制内容が不明確であるため、不当に広範に規制を加えるもので

あるという規制の弊害が議論された。たとえば地裁では、事業者側

から条例で示す規制対象の基準が不明確であるため客観性が担保さ

れないと主張がされたが、地裁判決は「社会通念上、必ずしも判断

が困難とは考えられない上、本件施行規則、本件指導基準によっ

て、さらに基準の具体化が図られていることをも考慮すれば、要件

が明確性を欠き、客観的な判断が担保されないとまではいえない。」

とした。また、高裁では、事業者側から、ラブホテルの定義が明確
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でないとの主張がなされたが、「ラブホテルは、現在日常用語とし

て使用されているものである上、風営法上のラブホテル等が、店舗

型性風俗特殊営業の規定の中で、「専ら異性を同伴する客の宿泊の

用に供する（中略）施設」（同法２条６項４号）と定義していることに照

らせば、上記の定義規定が存在しないことをもって、その定義、内

容が、規制内容の適否を判断できないほどに不明確であるとは到底

いえない」として、やはり控訴人側（当該訴訟の原告たる事業者）の主

張を退けている。

� 規制と目的との因果的関連性

上記�の「規制と目的との因果的関連性」については、まず、規

制の背景となった当時の東郷町が置かれていた状況について、次の

ように詳細に認定している。

近隣自治体の状況
「名古屋市の東方向やや南寄りに位置し、西側において同市緑区に、北
側において日進市に、東側において愛知郡三好町に、南側において豊明
市にそれぞれ接している」

町内を通過する道
路の状況

「町内の中央部付近を国道１５３号線が走るほか、県道名古屋岡崎線、同
瀬戸大府東海線、同豊田東郷線などが走り、また、東名高速道路三好イン
ターチェンジからも約１０分程度の距離にあって、名古屋市、豊田市などの
都市部へのアクセスは良好である」

人口の増減 「人口は、漸増しつつあり、４万人に近づいている」

自然環境

「全体的に起伏の多い緑の丘陵地帯から成り、その北東端には、長野県
王滝村の牧尾ダムを水源とする愛知池が存在し、さらにここを源として
南西方向に愛知用水が流れているほか、同町の南側境界に沿って、境川
が流れており、流域は緑地公園として整備されている。このように、同
町は自然環境に恵まれ…」

町内の土地利用状
況

「もともと、同町は、田畑や林の広がる田園地帯であったが、昨今は、
名古屋市を中心とする勤労者らのベッドタウンとしての性格を強めてお
り、市街化区域（町全体の２８．６パーセント）のうち圧倒的多数が住宅関連
地域に指定されており、商業関連、工業関連の地域として指定されたの
は、わずかな面積にすぎない」

ラブホテル施設が
町内に建築されて
きた経緯

「［１］昭和４５年ころ、［２］昭和４６年ころ、［３］昭和５７年ころに、そ
れぞれワンルーム・ワンガレージ形式のモーテルが建築され（［１］は
平成３年ころ、［２］は平成１０年ころに、ホテル形式に変更された。）実
質的なラブホテルとして経営が行われてきたところ、平成５、６年こ
ろ、さらに上記三好インターチェンジからの幹線道路である上伊保知立
バイパス付近の諸輪地区において、ラブホテルの建設が始まり…」

ラブホテル建築に
対する住民の対応

「生活環境の悪化を憂慮する周辺住民らの反対運動にもかかわらず、営
業が開始された」

ラブホテル建築に
対する議会の対応

「それ以上の建築を抑止すべく、平成６年１２月の町議会において、本件
条例が成立した。なお、同町議会における審議では、議員から、遅きに
失したとの意見とともに、地域指定や定義された構造などに関連して、
規制が実効性を有するかとの懸念が表明されたが、町当局からは、風営
法や旅館業法などに比べて構造等の基準を強化しており、実効性を有す
ると考えているとの答弁がなされている」
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その上で、「東郷町は、町内全域が田園的雰囲気を残し、宅地化

された地域も、生活のための居住空間がほとんどであって、都会化

された地域と比較して、性的な営みの場所を提供することを目的と

するラブホテルの存在による生活環境、教育環境への悪影響は相当

なものがあると推認できることに照らすと、東郷町が、その全域に

おいて、良好な生活環境、教育環境を維持すべく、ラブホテル経営

に用いるのに適した建物の建築を抑制することを企図して、本件条

例を定めたことには相応の合理性があると言わざるをえない」とし

て、目的と規制との関連性を肯定している。

� 代替手段の存在、及び目的と規制手段との均衡

最後に、上記�の「代替手段の存在、及び目的と規制手段との均

衡」については、「本件条例の定める構造基準を満たすホテル等を、

あえてラブホテル等として使用すること、すなわち性的な営みをす

る場所として提供すること自体を禁ずるものでなく、また、既存の

建物をラブホテル等として利用することも禁ずるものでないことを

考慮すると、その規制の手法、内容が比例原則に反するとまではい

えない」とし、「その形態等が町民の快適で良好な生活環境の保持

及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと町長が認めるも

のには適用されない（同条例４条１項８号但書、同条例施行規則２条３

項）ことからすると、ラブホテル以外のホテルの建築を不相当に規

制するものとはいえず比例原則に反するとまでは認められない」（高

裁判決）と判示した。また、「東郷町の上記地域性等に照らすと、同

町全域における規制は、目的達成の手段、態様として相応の合理性

があり（かえって、インターチェンジ周辺のみの規制ではその目的を十

分に達成できない可能性が高いといえる。）、比例原則に反するとはい

えない」（高裁判決）といった判示がなされた。

なお、ここで、東郷町のラブホテル建築工事中止命令無効確認等

請求事件と類似の構造を持つ飯盛町旅館建築の規制に関する条例事

件の判決（福岡高判昭和５８年３月７日行集３４巻３号３９４頁）を取り上げ、

一つの視点を提供することとしたい。

飯盛町旅館建築の規制に関する条例は、旅館業を目的とする建築
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物を建設しようとする者は、当該建築及び営業に関する所轄官庁へ

の認可申請前に町長の同意を要することとした上で、同意の基準を

定めたものであり、「旅館業法が飯盛町旅館建築の規制に関する条

例の制定を禁止しているか否か」が問題となった点で東郷町事件と

類似する。飯盛町事件の判決は、徳島市公安条例事件判決にいう目

的効果基準を前提としながら、旅館業法は各地方自治体が条例によ

り旅館業法よりも強度の規制をすることを排斥する趣旨まで含んで

いると直ちに解することは困難であるとした上で、条例により旅館

業法よりも強度の規制を行うには、それに相応する合理性（ここに

いう「合理性」とは、先に東郷町事件について詳細に検討した「立法事

実」により基礎付けられる）が肯定されることが必要であるところ、

これが肯定されないことから、飯盛町条例は旅館業法に違反すると

いう結論を導いている。

ここで注目したいのは、一方において、東郷町事件の名古屋高裁

判決が「本件条例は、快適で良好な生活環境の保持と青少年の健全

な育成を図ることを目的とするものであり、その趣旨に、一定の警

察目的が含まれていることは否定できないものの、それにとどまら

ず、地域社会の人的、物的環境の保持という一種の社会政策的な目

的をも含み、個人の経済活動を一定の範囲内で制限するものであ

る。そうすると、本件条例の規制についても、民主的手続による地

方議会の裁量的判断を尊重しつつ、条例による規制の必要性と相応

の合理性が存在することが求められ、その手法、内容及び効果が比

例原則に反し、不合理である場合には憲法２２条１項に違反するとい

うべきである」（下線部は筆者による強調）としているところ、このよ

うな視点が飯盛町事件判決においては見られないことである。すな

わち、飯盛町事件高裁判決も、東郷町事件高裁判決も、「法律が当

該条例の制定を禁止しているか否か」が問題となっているが、結論

の是非はさておき、その判断の過程において、飯盛町事件高裁判決

においては、東郷町事件高裁判決に見られる「民主的手続による地

方議会の裁量的判断の尊重」という視点は登場しない。このことは、

飯盛町事件高裁判決と東郷町事件高裁判決との間に２０００年の地方分
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権改革が存在することを抜きにして語ることはできない。岩橋意見

書４頁がいみじくも指摘するように、分権改革後には、国と地方自

治体との関係は、互いの役割分担の上でそれぞれ任務を果たすべき

ものと考えるべきものであり、法律と条例の関係を考えるに当たっ

ても、条例が、自治体議会という直接の民主的基盤を有する規範で

あることを考慮せざるを得ないのである。このことは、すでに述べ

たように、分権改革後に法定外普通税に係る総務大臣の許可制度が

廃止され、税源の存在や財政需要の有無について自治体議会の判断

に委ねることとされたことにも端的に表れている。

以上の点を考慮しながら東郷町事件高裁判決の文脈を読むとき、

同判決が、規制の趣旨が警察目的なのか、社会政策目的なのかとい

う点を意識しつつ、社会政策的な目的が含まれるのであれば、「民

主的手続による地方議会による裁量的判断を尊重しつつ、条例によ

る規制の必要性と相応の合理性が存在すること」を要求している点

に注意を向けるべきである。そして、この文脈が憲法２２条１項の保

障する職業選択の自由に対する規制の合憲性判定基準である「合理

性の基準」を色濃く反映していることに思いを致すならば、社会政

策目的の規制においては、もはや自治体議会による「立法事実の判

断」には適法性の推定が働くとさえ言うことができるのである。

結局、愛知県東郷町のラブホテル建築工事中止命令等請求事件に

おいては、�で示した立法事実の４分類に当てはまる各事実が記述

され、その上で、４分類のうち「規制目的」からは、有効性判断基

準のうち「規制の必要性」という要件を満たすということ、残りの

３つからは、判断基準のうち「相応の合理性」・「比例原則」の要件

を満たし、法令に違反しないという結論が導かれている。

５ 本件訴訟の一審判決についての考察

ひるがえって、本件訴訟の一審判決について考えてみると、「地方税

法が、本件条例による臨時特例企業税の創設を規制しているか否か」と

いう規範について、地方税法が全国一律ではなく自治体ごとの個別規制
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を許容することを前提とし、課税自主権を踏まえ、自治体議会の判断を

尊重しつつ、立法事実を詳細に検討し結論を導いたかというと、はなは

だ疑問である。「法令が条例の制定を禁止しているか否か」という基準

に係る徳島市公安条例事件最高裁判決が、正当にも、道路交通法７７条１

項４号が各公安委員会の裁量を広く認めているという点に着目して、全

国一律の規制として定めることを避けていることを判示して、各地方の

事情（＝各自治体の立法事実）を重視する態度をとっていることは、すで

に述べたとおりである。

確かに、本件訴訟の一審判決の第７の１�ア（８５頁以下）で、本件条例

が制定された経緯について、実に１３頁近くを割き、被告神奈川県側の考

え方の根拠となる「県財政の現状と今後の展望―財政健全化の指針」の

引用、神奈川県地方税制等研究会への諮問内容の引用、同研究会が発表

した「地方税財政制度のあり方に関する中間報告書」の引用、平成１２年

度の法人事業税の外形標準課税の導入が見送られることとなった事実説

明、それを踏まえた同研究会の「法人課税の臨時特例措置に関する報告」

の引用、神奈川県議会での審議過程の内容説明、総務大臣協議の内容説

明、本件条例策定に携わった井立氏論文の引用などを行い、本件条例が

制定された背景について、一見、配慮を示しているかのようにも見える。

しかし、これらの記述が、その後の判決の中でどのように使われてい

るかを見ると、簡単に「以上のことからすれば、企業税は、法定の法人

事業税に代わり、これと異なる課税標準の下に、同税に相当する性質の

課税をする趣旨・目的のものということができる（一審判決９９頁）」とい

う結論を決め付けるのみであることを知って、愕然とせざるを得ない。

すなわち、本件条例に基づく課税は、地方税法上の法人事業税と趣旨・

目的を同一にし、効果も阻害するため違法という理屈をつけるためだけ

に、実に表面的な評価を加えたのみであり、課税自主権を踏まえた自治

体議会の判断尊重という視点もなく、立法事実の詳細な検討が行われた

形跡さえ見い出すことは困難である。この点は、３で述べた東郷町事件

判決に象徴されるような、詳細な立法事実の認定をして判断するという

近時の裁判例の姿勢に反するものであり、一審の判断は審理を尽くして

いないといわざるを得ない。また筆者は、一審裁判所が分権改革後の法

《資 料》

５２（１２１）



体系及び法理論を果たして正確に理解しているのかどうかについてさ

え、疑いを持つものである。

なお、ここで、愛知県東郷町の事件はあくまで、条例によりラブホテ

ル等の建築を規制するものであり、臨時特例企業税を条例により課する

本件訴訟とは、性質が異なるとの反論が想定される。しかし、ラブホテ

ル等の建築規制も、臨時特例企業税の課税も、法律と条例との関係のあ

り方に関するものという点で共通し、その効果も、社会国家的な行政需

要をいかに満たすかということに着目している点で共通しており、愛知

県東郷町の事件と、本件訴訟とは、判断枠組みとしては同じ性質を有し

ていると言える。

すなわち、１で述べた「法令が条例を禁止しているか否か」という法

的基準からすれば、愛知県東郷町の事件は「風営法・旅館業法という法

令がラブホテル等建築規制条例を禁止しているか否か」についての判断

を示すものであり、一方で本件訴訟は「地方税法という法令が臨時特例

企業税条例を禁止しているか否か」についての判断を示しているという

点で、２つの事件の共通性を見出すことができることは、すでに３�に

おいて述べたとおりである。

６ 本件条例に関する立法事実

では、本件条例が制定された背景として、神奈川県においてどのよう

な問題が発生し、そこからどのような立法事実が抽出され、それらがど

のように評価され、結果として本件条例と地方税法との関係はいかに捉

えられるべきかについて、以下述べていくこととする。

� 本件条例が制定された背景としての神奈川県における立法事実

この点については、本件訴訟の一審判決文の裁判所の判断においても

一定の記述は見られるものの、当時の神奈川県の窮状を説明するために

は十分とは言えない。

そこで、当時の神奈川県の現場が直面していた問題と、そこから抽出

される立法事実を、３�で示した立法事実の４分類に即して、公表され

ている資料をもとに検討する。
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� 臨時特例企業税の目的

本件条例において、臨時特例企業税の目的に当たる記述は見受け

られないが、諸資料によると、臨時特例企業税の本質として、応益

課税の趣旨を徹底し、法人事業税を含めた全体として、行政サービ

スの受益と税負担との関係をより的確に反映できる課税制度を構築

するために、課税ベースを広げて、当期利益を課税標準として採用

することにあるとされている。この目的自体について、すなわち、

その必要性については相応の合理性が認められることはいうまでも

ない。

� 課税による弊害

法人事業税と臨時特例企業税とは、形式的に見ても、実質的に見

ても課税標準が異なるし、そもそも二重課税が生じないよう慎重な

検討が加えられている。また、税率は当初において３％（後２％に

変更）であり、他の税と比較しても軽微な内容（県税全体の２％未満）

となっていることがわかる。さらに、臨時特例企業税は、当初条例

附則に「当分の間」の措置として設計され、平成１６年には「平成２１

年３月３１日」に条例を失効させることを明記するなど、あくまで臨

時的な措置であることがわかる。

このように、神奈川県においては、臨時特例企業税の創設によっ

て、課税対象となった企業の負担が極力大きくならないような数々

の対策が講じられているのであり、規制による弊害は極めて少ない。

� 課税と立法目的との因果的関連性

ア 神奈川県の歳入における特色

歳入の内訳については、各自治体で大きく異なることが多い

が、神奈川県の場合は、特に県税収入の占める割合が多く実に７

割近くにも及び、しかもその地方税の中でも法人事業税・法人県

民税の占める割合が極めて高く、平成元年度では県税収入の５割

以上を占めていた。

そしてこの法人事業税・法人県民税は、法人の所得を課税標準

とするものであるから、特に景気変動の影響を受けやすく、バブ

ル崩壊後の不景気が長期化する中で、神奈川県の歳入は、全国自
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治体の中でも、特に深刻な影響を受けることとなった。

イ 神奈川県の歳出における特色

神奈川県は、周知のとおり、横浜市・川崎市など、大都市を複

数抱える県であり、それらの都市の基盤を支えるため、必ず支出

しなければならない予算、いわゆる義務的経費が極めて多く、平

成９年以降においては、常に義務的経費が７割以上にも及んでい

た。

こうした義務的経費が多くなるということは、相対的に、当該

自治体が自由に使える財源が減っているということであり、いず

れそうした自由に使える財源が無くなってしまえば、義務的経費

すら賄えない状況、すなわち赤字財政に陥る危険性が潜んでいた

のである。

ウ 神奈川県の財政状況の悪化

すでに、平成４年ころからは神奈川県においては税収で義務的

経費すら賄えない状況が続いていた上に、平成１０年度の一般会計

の歳入歳出差引不足額が６４０億円不足の見込みとなり、平成１１年

度に至っては２，２００億円不足の見込みということがわかり、その

ままいけば財政再建団体に転落するというほどの財政的危機を迎

えていた。

これに対し同県は、「３つの１０％目標」という非常に厳しい財

政改革を策定し行動に移すことで、３年間で２，７９３億円の経費節

減に成功したが、それでも平成１０年度の最終赤字は３００億円とな

らざるを得なかった。そして平成１１年度においても、やはり２５０

億円の最終赤字となり、平成１０年度と併せて５５０億円の財政赤字

が発生していた。さらに、平成２年度には計２，１４１億円あった基

金も平成１１年度末にはわずか４４億円と底をつき、不動産売却によ

る臨時益等も限界となり、しかもそのまま何もしなければ、平成

１２年度以後５年間で、計１兆１５０億円もの財源不足が見込まれる

との試算も出ていた。

このように、神奈川県においては、今にも財源が不足し、最低

限の住民サービスすら提供できないような危機的事態が発生して
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いたのである。

エ 法人の受ける行政サービスと税負担の不均衡

法人は、行政サービスという一種の生産要素の提供を受けなが

ら事業活動を営み、その結果として毎決算期ごとに利益を得て存

続しており、特に法人事業税については、こうした生産要素の１

つである行政サービスの対価として位置づけることができ、応益

課税の性質を持っている。

しかし、応益課税の性質を持っている法人事業税にもかかわら

ず、法定の枠組みでは、欠損処理後の所得の多寡によって税負担

が決定されることから、行政サービスとの受益関係が税負担に的

確に反映されず、しかも、神奈川県に限れば、全法人の７割が欠

損法人として法人事業税を納めておらず、わずか３割の法人が法

人事業税の全体を負担するという著しい不均衡が生じていた（平

成１０年度神奈川県県税統計書７６頁参照）。しかも、その欠損法人の

中には、日本を代表する大企業複数社が含まれており、当期にお

いて多額の経済的利益をあげているにもかかわらず、それらの複

数の大企業が、県民税均等割の年間８０万円しか負担していない現

状があった（神野直彦、自治・分権ジャーナリストの会『課税分権（第

１版）』２０６頁 ２００１年 日本評論社）。このような状況は、一般的

な住民感情からすれば、あまりに不均衡すぎ、社会通念に照らし

ても異常とも言うべき事態である。

オ 小括

以上のように、本件条例の制定に当たっては、当時、神奈川県

が置かれていた上記の事情が存在しているのであり、�で示した

臨時特例企業税の趣旨に基づき、欠損法人のうち大手企業につい

て法定外税を課すという手法については、相応の合理性が認めら

れる。

� 代替手段の存在、及び立法目的と手段との均衡

当時、神奈川県の支出は、義務的経費がほとんどを占めていたた

め、財政健全主義をとる地方財政法上、県債を発行することができ

ない状況であった。
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そのため、県債発行以外の手段により、至急、何らかの支出抑制

か、他の財源確保が必要であった。しかし、「３つの１０％目標」の

実行など、徹底的な財政改革を講じていた神奈川県にとって、もは

や支出抑制は限界に近く、他の財源と言えば、新税の導入くらいし

か道が残されていなかったのである。

� 神奈川県における本件に関する立法事実の評価及び本件条例と地方

税法との関係

�で述べたように、神奈川県においては、上記のような課題が山積

し、立法事実が存在していた。

そして、４で述べたように、近時の裁判所が自治体の政策課題に配慮

し、詳細な立法事実を認定する姿勢をとっていることからすると、本件

訴訟においても、神奈川県の上記のような課題に当然配慮を示し、立法

事実に関し詳細な検証をすべきであった。しかし、本件一審にはそれが

ほとんど見られなかったのはすでに５で述べた。

しかも、その立法事実の検証に当たっては、２で述べた課税自主権を

前提とすることが不可欠である。すなわち、法定税たる法人事業税等

と、法定外普通税たる臨時特例企業税との関係を検討する際には、２０００

年の地方分権改革後、特に重視されるに至った課税自主権を踏まえ、自

治体の議会の判断を尊重することが求められるのである。

したがって、課税自主権を踏まえ、自治体議会の判断を尊重し、か

つ、最近の裁判例の流れに沿って立法事実についての詳細な検証を行う

のであれば、当時の神奈川県においては、もはや現状の歳入のみでは財

源不足を賄うことができず、新税を導入するほかないという状況で、し

かも、応益課税の著しい不均衡が生じていた中で、それらの課題を効果

的に解消しつつ、かつ企業活動への経済的影響に最大限の配慮を払い、

慎重に検討された本件条例は、これを違法と認定することはできない。

� 本件条例の適法性

以上の立法事実の検討から明らかなように、本件条例は、課税自主権

を具体化した地方税法に根拠をもち、所得への課税という観点からは重

複があっても、限られた範囲での当期利益自体への課税をするもので

あって、特別の意義と効果を有し、かつ合理性も備えているものであ
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り、法定事業税と何ら矛盾抵触するものでもない。したがって、適法で

あることに疑いはない。

７ その他の論点について

以上述べたところで本件条例の適法性については十分であると考える

が、被控訴人側主張をみると、なお法律的論点があると思われるので、

以下では主要な論点について意見を付言しておく。

� 憲法上の課税自主権は抽象的な原理にとどまり、自治体の課税権の

具体的準則は地方税法によらなければならないのではないか、すなわ

ち憲法上地方公共団体に認められる課税権は、地方公共団体とされる

もの一般に対して抽象的に認められた租税の賦課、徴収の権能であっ

て、憲法は特定の地方公共団体に具体的税目についての課税権を認め

たものではなく、むしろ、課税客体、課税標準、税率等の内容をいか

に定めるか等については憲法自体から結論を導き出すことはできず、

その具体化は法令の規定を待たざるをえないのではないかという議論

が存在する。

たしかに憲法上の課税自主権は、それ自体は抽象的な権限に過ぎない

が、その趣旨、原理が地方税法に具体化されていると見るべきで、課税

自主権の尊重は法的原理として働くものである。地方税法に、法定外税

に関し課税客体、課税標準、税率等の明文の規定、規律がないことは、

課税自主権の具体化を条例に任せるべきことを意味しており、その際、

総務大臣の同意に係らしめることによって、当該制度の行き過ぎを統制

しているに過ぎないというべきである。

もともと地方分権一括法のもとで改正された地方税法における法定外

税制度は、立法事実として、平成９年７月８日の当時の地方分権推進委

員会の第二次勧告の「Ｖ地方税財源の充実確保―�課税自主権の尊重―

�」における「法定外普通税の許可制度については、より課税自主権を

尊重する観点から廃止し、都道府県又は市町村が法定外普通税を新設又

は変更するに当たっては、国と事前協議を行うこととする。この場合、

国との合意（又は同意）を要することとする。ただし、税源の所在及び財
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政需要の有無については、事前協議の際の協議事項から除外し、国の関

与を縮減することとする」に由来する。したがって、分権改革後の法定

外税の制度は課税自主権の尊重という法原理の具体化の意味を持ち、こ

うした立法事実や立法の経緯を踏まえると、課税自主権は地方税法の解

釈には不可欠の法原理である。

� 地方税法の法人事業税と臨時特例企業税は、同一の又は共通の目的

に出たものであり、法人事業税の課税標準に関する規定によって、全

国一律に同一内容の規制をするものであって、地方税法に矛盾抵触す

ることになり、無効であるとの議論が存在する。しかし、明文の根拠

もなく、また、十分な立法事実による根拠付けもなく全国一律の規制

が存在するとの主張は、地方税法の仕組み解釈からしても、分権改革

を踏まえた法原理からしても、到底許されるものではない。

� 道府県の法定外税について定めた地方税法２５９条以下の条文には、

法人事業税の課税対象から除外された青色欠損金の繰越控除額に相当

する当期利益の全部又は一部に対して、課税してはならないという明

文の禁止規定はなく、地方税法全体から見て、右規定の欠如が特に地

方公共団体がいかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣

旨（法定外税によっても課税を行うべきではないとする趣旨）であるとき

は、このような規律を設けることは地方税法に反することになるので

はないかという指摘が考えられる。たしかに、地方税法には、一審判

決及び被控訴人が認めるとおり、法人事業税の課税対象から除外され

た繰越欠損金控除前の当期利益の全部又は一部に課税してはならない

という明文の規定はない。しかし、もともと、法定外普通税の制度設

計は総務大臣の同意という消極要件以外は地方の裁量に委ねるという

のが地方分権推進委員会の勧告の趣旨であり、それが立法化されたに

過ぎないため地方税法に明文の規定がないのは当然であり、まして地

方税法全体の趣旨解釈からしても臨時特例企業税を排除するような趣

旨は含まれていない。

� 応益課税の趣旨を徹底し、法人事業税を含めた全体として課税ベー

スを広げて当期利益を課税標準として採用することは、法人事業税制

度の骨格にかかわる「地方自治に関する基本的な準則に関する事務又
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は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならな

い施策」（自治法１条の２第２項）であり、現に平成１５年の地方税法改正

により全国一律同内容規制の外形標準課税が行われたことからも明ら

かなように地方税法の改正によって対処しなければならない事項では

ないかという指摘も考えられる。たしかに、法人事業税の一部に、課

税標準につき外形標準課税制度が導入されたが、このことは一部にと

どまり、改正前の法定外税の仕組みは依然として変わっておらず、改

正前に創設された臨時特例企業税を禁止するものでもない。また、愛

知県東郷町事件一審判決が東郷町のラブホテル規制条例と風営法との

関係を検討する際、「現実には、法律改正は、社会における新現象の

出現に遅れがちであることは、その性質上、避けられないことであっ

て、法律改正が完了するまでの間、これについては何らの規制を加え

るべきでないというのが風営法の趣旨であると解することはできな

い」と判示している（高裁判決同旨）ように、法律の規制の不具合を改

正により修正していくことが想定されている場合には、その不具合を

各地域の実情に即して是正するための措置が条例によって行われるこ

とは、わが国では一般的に行われていることである。そうすると、地

方税法についても同様に、同法が外形標準課税を導入するため順次改

正を繰り返したことは、それ以前の法定税の枠組みが不完全であった

ため、それを修正するために法律改正を行ったと考えることができる

のであり、それらを地域的に是正するための臨時特例企業税制度であ

ることが認められるべきである。

� 福岡地判平成６年３月１８日行集４５巻３号２６９頁を踏まえると、臨時

特例企業税は、実質的に法人事業税と表裏一体であり、地方税法の法

人事業税の規定と目的を共通にしていると言えるが、たとえ両者の目

的を異にすると言えたとしても、臨時特例企業税は、地方税法の法人

事業税の目的と効果を阻害し、違法と解さざるを得ないのではないか

という議論が存在する。

福岡地判平成６年３月１８日は、宗像市環境保全条例（廃止済み）に基づ

く産業廃棄物焼却炉設置計画廃止勧告処分の無効を求めて争った事案で

あるが、この事案は本件訴訟と異なり機関委任事務に関するものであ
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る。また、この事案は、分権改革前の事件であるが、仮に分権改革後に

徳島市公安条例の最高裁判決の法理を適用するにしても、自治法上の役

割分担規定を踏まえると、当該条例を禁止する趣旨が法令から明白に読

み取れない限り、特別の意義と効果を有する合理的なものとして適法と

解するのが学説の主流である（下井康史・別冊ジュリスト『環境判例百選』

１３５頁、塩野『行政法�（第二版）』１４８頁、北村喜宣『分権改革と条例』３７頁

２００４年）。

８ 結論

控訴審においては、地方税法と本件条例との関係について、「地方税

法が本件条例による臨時特例企業税の創設を禁止しているか否か」とい

う視点から、上記のような当時の神奈川県が置かれた状況について綿密

に審理し、本件条例が、課税自主権を前提にした自治体議会の判断であ

ることを尊重しつつ、立法事実についての詳細かつ正確な検証をして頂

きたい。

すでに述べたように、一審判決は、本件条例は、民主的基盤を有する

自治体議会が立法事実を消化した上で下した判断であるという視点を持

つべきであった。そのような視点さえ一審判決が有していないという事

実は、本意見書において述べてきた、立法事実を検証した上で本件条例

による課税が合理的なものであるかどうかを判断しなければならないと

いうこと以前に、この一審判決がいわゆる「国権主義的」な視点に立っ

ていることを如実に示すものと断ぜざるを得ない。そして、この「国権

主義的」な視点が、いかに分権改革後の地方自治とそぐわないものであ

るかは言うまでもない。２０００年の分権改革以降、課税自主権の法原理が

特に強調されるようになり、地方税法もその法原理の下に改正が行わ

れ、当然その解釈・運用も、課税自主権を踏まえた地方の自主的判断を

踏まえたものとなるはずである。そうすると、法定外普通税は、地方税

法の法定普通税の枠組みとは別個の存在であるとする方が素直であり、

立法事実を詳細に検討して課税の目的やその合理性等が見出せるのであ

れば、これを違法とすることは認められない。
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そして、本件の臨時特例企業税については、課税自主権の観点から法

定普通税の枠組みに捉われる必要はなく、上記のように課税の目的とそ

の合理性も十分に認められるため、適法と判断されなければならない。

以上。
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